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１．事業者の概要 

  （１）法 人 名   社会福祉法人 女満別福祉会 

  （２）法人所在地   北海道網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号 

  （３）電 話 番 号   ０１５２－７４－２５５５ 

  （４）代 表 者 名   理事長  河 崎 琢 哉 

  （５）設立年月日   平成 ５年  ５月１４日 

 

 ２．利用施設の概要 

  （１）事業所の種類   指定短期入所生活介護・平成１２年 ４月 １日指定 

  （２）事業所の目的    介護保険法令に従い、居室及び共用施設の利用と短期入所介護 

                サービスの提供による利用者の能力に応じた自立支援 

 

  （３）事業所の名称   短期入所生活介護施設 女満別ドリーム苑 

  （４）事業所の所在地 北海道網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号 

  （５）電話番号     ０１５２－７４－２５５５ 

  （６）管理者氏名    施設長   佐々木 徳 幸 

  （７）施設の運営方針 ・個人が人としての尊厳をもって安心と安らぎを感じての生 

                活ができるような環境づくり 

               ・個人のプライバシーの尊厳保護に努め、利用者の残存能力 

                を的確に着目した自立の援助促進 

  （８）開設年月日    平成６年４月１日 

  （９）利用定員     １０名とするが、併設の介護保険福祉施設に空きがある場合 

              は、１０名を超えて利用ができる。 

３．職員の体制 

  《主な職員の配置状況》 

   職    種   常 勤   非常勤 計   備  考  

 管理者（施設長）    １名    １名  

 医     師     １名   １名  

 生活相談員    ２名    ２名   

 介護職員   １４名    ２名   16名  

 看護職員    ２名       ２名   

  機能訓練指導員    １名    １名  看護員兼務  
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 介護支援専門員    ２名    ２名  相談員兼務 

 管理栄養士    １名    １名 兼務 

 事務職員・管理員    ４名      ４名 
デイサービスセンター 
介護支援事業所兼務 

 

  《主な職員の勤務体制》 

   職    種         勤  務  体  制  

  医    師   毎週火曜日 １３：００～１４：００ 

  介護職員 早 番    ７：３０～１６：３０  ２ 名   

日勤（本館） ９：３０～１８：３０  ２  名 

遅番（本館）１０：３０～１９：３０  ２ 名 

夜 勤   １６：３０～ ９：３０  ２ 名 

  看護職員   日勤   ８：１５～１７：１５   １ 名 

   ※看護職員については土・日は上記と異なる勤務体制となります。 

   ※介護職員の勤務については、状況にあわて時間変更となる場合があります。 

 

 ４．居室・設備の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。（居室については利用者の心 

   身の状況・空き部屋状況により希望に添えない場合もあります。） 

  

  居室・設備の種類   室  数       備      考  

 個室（１人部屋）    １０室   トイレ・洗面台が設備。 

  ２人部屋     ２室   洗面台が設備 

  ４人部屋     ４室   洗面台が設備 

  静養室   （１）室  

  合   計    １６室  

  食   堂     １室  

 機能回復訓練室     １室  

  浴  室     １室   個別浴槽・車椅子浴槽 ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ浴槽 が設備。 

  談話室     １室   テレビ・ソファーが設置 

  医務室     １室  
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 ５．サービス内容及び利用料金 

  （１）基本サービス（介護保険給付対象サービス） 

   ①短期入所生活介護計画の立案 

利用者の方の介護計画を作成します。但し１・２泊や緊急時のみに利用され 

     る場合につきましては、この限りといたしません。 

 

   ②食事の提供（但し食材料費は別途いただきます。） 

     朝 食   ７：４５～  昼 食 １１：４５～  夕 食 １７：４５～ 

     管理栄養士が立てる献立により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮 

     した食事を提供します。また食事場所につきましては原則として食堂となります。 

    食事１時間前までにご連絡なく中止・変更される場合は１食分の食費を自己負担し 

ていただきます。 

 

   ③入  浴 

     週２回、月・火・水・木・金・土曜日に入浴する事ができます。寝たきりの方で 

あっても車椅子浴・ストレッチャー浴を使用して入浴することができます。 

 

   ④各種介護 

     短期入所生活介護計画に基づき着替え・排泄・食事・入浴・おむつ交換・シーツ 

     交換・褥瘡予防等の介護を行います。 

 

   ⑤生活相談 

     常勤の相談員に日常生活等に関わる相談ができます。 

 

   ⑥健康管理 

     看護師が健康管理を行います。 

 

   ⑦オムツ類の支給・管理 

     当事業所にて各種紙オムツ・布オムツの支給・管理を行います。 
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以上のサービスについては利用料金の大部分が介護保険から給付されます。 

なお自己負担分（利用料金１割または２割、３割分）の概要は下記のとおりとなって 

います。 

市町村より負担割合が記された証が交付されます。利用時に確認させていただきます 

のでご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種加算について（２割負担の方は下記金額の２倍、３割負担の方は下記金額の３倍となり

ます） 

□サービス提供体制強化加算（Ⅰ）について 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が８０％以上。もしくは勤続１０年以上 

介護福祉士が３５％以上であることを満たしている場合。 （自己負担１日につき：２２円） 

                 

□夜勤職員配置加算 

（Ⅰ）夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準の１人以上を上回っていること。 

（Ⅱ）夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準＋0.9 名分の人員を多く配置しているこ

と。入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の 10%以上に設置していること。 

（Ⅲ）夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準＋0.6 名分の人員を多く配置しているこ

と。入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の 100%設置し ICT を使用している

こと。                      （自己負担１日につき：１３円） 

〈（Ⅰ）か（Ⅱ）のいずれかの条件で算定・介護予防を除く〉 

従来型個室（1 人部屋）・多床室（4 人部屋・2 人部屋） 

 
１日あたり自己負担分 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１ ４５１円 ９０２円 １，３５３円 

要支援２ ５６１円 １，１２２円 １，６８３円 

要介護１ ６０３円 １，２０６円 １，８０９円 

要介護２ ６７２円 １，３４４円 ２，０１６円 

要介護３ ７４５円 １，４９０円 ２，２３５円 

要介護４ ８１５円 １，６３０円 ２，４４５円 

要介護５ ８８４円 １，７６８円 ２，６５２円 
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□介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） （令和６年６月１日以降） 

  令和６年５月末までの「介護職員処遇改善加算（Ⅰ）」「介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）」

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定しており、下記の算定要件を満たした場合

に算定。 

⑴ キャリアパス要件 

Ⅰ.介護職員について、職位、職責、職務内容に応じた任用要件を定め、それ菜に応じた

賃金体系を整備する。 

Ⅱ.介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計

画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。 

 a 研修機会の提供又は技術指導の等の実施、介護職員の能力評価 

 b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

Ⅲ.介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。 

 a 経験に応じて昇給する仕組み 

 b 資格等に応じて昇給する仕組み 

 c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

    Ⅳ.経験・技能のある介護職員のうち 1 人以上は、賃金改善の賃金額が年額 440 万円以

上であること。 

    Ⅴ.サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士を配置していること。 

⑵ 月額賃金改善要件 

新加算Ⅳ相当の加算額の２分の 1 以上を、月給の改善に充てる。 

⑶ 職場環境等要件 

※令和７年３月まで 

・介護職員処遇改善加算：以下のうち 1 つ以上取り組んでいる 

・介護職員等特定処遇改善加算：以下の区分ごとにそれぞれ 1 つ以上取り組んでいる 

区分１「入職促進に向けた取り組み」４項目 

区分２「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」４項目 

区分３「両立支援・多様な働き方の推進」４項目 

区分４「腰痛を含む心身の健康管理」４項目 

区分５「生産性向上のための業務改善の取り組み」４項目 

区分６「やりがい・働きがいの醸成」４項目 

※令和７年４月以降 

 以上の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち２項目のうち１項目

は必項）組んでいる。 
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上記の職場環境等の改善に関する取り組みについて、ホームページの掲載等により公表

する 

（自己負担： 所定単位数に 14.0％を乗じた単位数） 

 

□個別機能訓練加算について 

 ・専従の機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置していること。 

 ・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者の生活機能向 

上に資する個別機能訓練計画を作成していること。 

 ・個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備 

し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

  ・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、計画的 

に利用している者に対しては、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上 

で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を 

説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。 

（自己負担１日につき：５６円） 

 

□認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が

困難であると医師が判断した者であること。 

利用開始日から７日を限度として算定可。 

  （自己負担１日につき：２００円） 

□若年性認知症利用者受入加算について 

受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めていること。 

  （自己負担１日につき：１２０円） 

※認知症行動・心理症状緊急対応加算適用者は算定されません。 

   

□緊急短期入所受入加算について 

・利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受け

ることが必要と認めたものに対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所

生活介護を緊急に行った場合。 

・短期入所生活介護を行った日から起算して７日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の

疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日)を限度とする。 
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（自己負担１日につき：９０円） 

□療養食加算について 

・食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

・利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事が提供されていること。 

・医師の発行する食事せんに基づき提供されていること。 

 （自己負担 1 回につき：８円） 

 

□長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 

  連続して３０日を超えての同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス基

準に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含

む)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者に対して、指定短期

入所生活介護を行った場合、所定単位数から減算を行う。 

（所定単位数から１日につき３０単位を減算） 

 

□生産性向上推進体制加算Ⅱ 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する 

ための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改

善活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる 

提出）を行うこと。 

 （自己負担１月につき：１０円） 

 

  ⑧入退所時の送迎 

   寝たきり・独居等の利用者を対象に、当事業所で送迎サービスを行います。 

  （１回：１８４円） 

   

（２）その他のサービス（介護保険給付対象以外のサービス） 

①食 費 

利用の際にかかる食費（食材料費＋調理費）は下記のとおりとなっています。 

    朝食費 ４８１円  昼食費 ４８２円  夕食費 ４８２円 
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②滞在費 

利用の際にかかる居住費（滞在費）につきましては、下記のとおりとなっています。 

   ※令和６年８月１日から 

・多床室(４人部屋・２人部屋)    １日   ９１５円 

    ・従来型個室            １日 １，２３１円 

 

※令和６年８月１日から（日 額） 

対象者 区 分 預貯金など 
居住費（居住の種類

により異なります） 食 費 
多床室 従来型個室 

生活保護受給者 

第１段

階 
 ０円 

３８０ 

円 

３００ 

円 

市
町
村
民
税
非
課
税 
世 
帯 

老齢福祉年金受給者で、本人

及び世帯全員が市町村民税

非課税者・生活保護被保護

者。 
世帯全員が市町村民税非課

税者で、本人公的年金等収入

金額＋合計所得金額が８０

万円以下 

第２段

階 

単身 650 万円 

夫婦 1,650万円 

以下 

４３０ 

円 

４８０ 

円 

６００ 

円 

世帯全員が市町村民税非課

税者で、本人公的年金等収入

金額＋合計所得金額が８０

万円以上120万円以下 

第３段

階➀ 

単身 550 万円 

夫婦 1,550万円 

以下 

４３０ 

円 

８８０ 

円 

1,000 

円 

世帯全員が市町村民税非課

税者で、本人公的年金等収入

金額＋合計所得金額が120万

円以上 
第３段

階② 

単身 500 万円 

夫婦 1,500万円 

以下 

４３０ 

円 

８８０ 

円 

1,300 

円 

  

上記以外の方。本人及び配偶者

(同居か否かは問わない)が市

町村民税課税の方、課税世帯の

方 

第４段

階 
 

915 

円 

1,231 

円 

1,445 

円 

 

※低所得者の基本料金、居住費・食費の自己負担の減免措置の詳細については別紙 

“利用料金表”をご覧ください。 

 

③特別食の提供 
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    希望により弁当・出前食等を提供します。費用は実費負担となります。 

    行事・催事の際や正月期間等の特別な食事につきましては、一食につき２００円を 

限度に自己負担を頂きます。 

 

   ④理容サービス 

    理容所の出張により、理容サービスを利用頂けます。日にちはご希望に添いかねる 

こともございます。 

                        理容サービス費  ２，０００円 

   ⑤日用品の支給・管理 

    トイレットペーパー・ティッシュペーパー・シャンプー等共同で使用される日用 

    品につきましては当事業所にて支給・管理を行います。但し、当事業所で支給・ 

    管理しています日用品以外の物品の使用を希望される場合及び、自然排便の取り組

みに必要な粉末食物繊維、乳酸菌食品等、その他義歯洗浄剤・歯ブラシ・オブラー

ト等個人で使用される日用品につきましては、実費を自己負担していただきます。 

  ⑥レクリエーション・行事 

    全員を対象としてレクリエーション、夏祭り等の行事を行い、ご希望があれば参加 

して頂きます。 

                             娯楽・行事費  無 料 
⑦個人使用する電気製品の使用料 
希望により居室でテレビを使用できます。居室での電気製品の使用については使用料 
（電気代）を頂きます。             テレビ使用料  ２０円（日額） 

                          

   ⑧処方薬以外の医療処置 

    処方薬以外に処置の必要性に応じて、カットバン処置・軟膏の塗布の使用等を行 

    います。 

    使用料  無 料（ただし、褥瘡処置等に高額な費用を要する場合は、使用希望 

             により実費負担して頂きます。また経管栄養の方のチューブ 

             等につきましても実費負担して頂きます。） 

 

   ⑨サービス提供記録の閲覧 

    希望により、サービス提供に関する記録の閲覧をすることができます。 

                        閲覧時間  ８：１５～１７：１５ 
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  （３）料金の支払い方法 

   当月の利用料金の合計金額を翌月１０日迄に請求を致しますので翌月２５日迄にお 

   支払い下さい。支払いいただきますと領収書を発行致します。支払い方法は次項の 

   方法よりご選択ください。（希望される支払い方法に印を付けてください。） 

 

   □施設への現金支払い 

 

   □下記の指定機関への振り込み 

    ① 

 

 

    ② 

 金融機関名  網走信用金庫女満別支店（普通預金）  

 口座番号  ０１６１８４６ 

 口座名義  女満別ドリーム苑 

 金融機関名  女満別農業協同組合  （普通預金） 

 口座番号  ０７３０７９０ 

 口座名義  女満別ドリーム苑 

 

   □金融機関からの口座自動振替 

    ご利用できる金融機関： 網走信用金庫女満別支店 ・ 女満別農業協同組合   

 

（４）協力医療機関 

   当施設では下記の協力医療機関において診療等を受けることができます。（但し、 

   次項の医療機関の受診・入院を義務付けるものではありません。） 

    

 

①協力医療機関 

  医療機関名   女満別中央病院  

 所 在 地   大空町女満別西４条４丁目１番29号 

 電 話 番 号   ０１５２－７４－２１８１ 

②協力歯科医療機関 

  医療機関名   守屋歯科医院  

 所 在 地   大空町女満別西３条２丁目５－９ 

 電 話 番 号  ０１５２－７４－３７１８ 
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６．サービス利用の留意事項 

  （１）利用の中止・変更・追加 

    ①利用者がサービスの中止・変更を希望される場合には利用予定日の前日１８時 

     ３０分までにご連絡願います。食事１時間前までにご連絡なく中止・変更される 

場合は１食分の食費を自己負担していただきます。なお体調不良・急用により中 

止・変更される場合はこの限りではありません。 

    ②食事提供の不要連絡につきましても、同様にお願いします。 

    ③以下の事由に該当する場合、利用期間中であってもサービスを中止し退所して 

      いただく場合があります。 

      ・入所日に体調が悪くなった場合 

      ・利用中に体調が悪くなった場合 

     ・風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症の症状があった場合 

      (発熱・嘔吐・下痢症状があった場合は症状が完治してからも３日間はご利用 

いただけない場合がございます) 

      ・他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

    上記によりサービスを中止し退所していただく場合、及び利用者の健康状態が急 

変した場合、事故発生の場合には、ご家族または緊急連絡先へ連絡するとともに、 

必要に応じて主治医に連絡を取る等、必要な措置を講じます。また諸事情により 

退所された場合、料金は退所日までの日数を基準に計算します。 

 

    ※緊急連絡先 

 氏名 続柄 自宅電話番号 携帯電話番号  

    

     

     

    ※主治医 

  病 院 名   

 医 師 名  

 住  所  

 電話番号  
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  （２）その他の留意事項 

   ①面  会 

    ８：１５～１８：３０の時間内で面会頂けます。出入りの際には正面玄関を利用し、 

備え付けの面会記録票をご記入ください。 

    １８：３０以降は正面玄関を施錠致します。 

 

   ②外  出 

    外出は原則自由となっていますが、外出の際の送迎・付き添いは家族の方々で対 

    応願います。また、外出される場合の連絡は上記『（１）利用の中止・変更・追 

    加』に基づき連絡願います。 

 

   ※感染症の状況により面会・外出を制限させて頂く場合がございますので、詳細はお

問い合わせください。 

 

   ③飲酒・喫煙 

    飲酒を希望される場合は状況に応じて、提供場所や時間をご相談させて頂きます。 

    喫煙についてはご指定の場所でお願いします。酒・煙草については利用時に持参し 

て頂き、原則事業所で管理させていただきます。 

 

   ④所持品の持ち込み 

    施設内に冷蔵庫・暖房設備・ペット等の持ち込みはお断りいたします。また預金 

    通帳・印鑑・多額の現金等の貴重品の持ち込みもご遠慮下さい。 

 

   ⑤活動の制限 

    施設内での他の利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動 

    はお断りいたします。 

 

   ⑥受診・入院 

    受診・入院が必要となった場合の送迎・付き添いは家族の方々で対応願います。 

 

   ⑦入所・退所時間 
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    入退所の時間は予めご連絡いただいております。 

    入所時間   ８：１５～１７：００ 

退所時間   ８：１５～１８：２０ 

施設送迎の場合は１０：００～１６：００の時間内となりますが、人数や車両の 

都合により前後致しますのでご了承ください。 

    上記時間外をご希望の際は要相談となりますのでご了承ください。 

    入退所の時間に変更がありましたら、ご連絡下さい。 

 

 ７．サービス利用中の必要持参品 

   ①介護保険被保険者証（介護保険負担限度額認定証をお持ちの方はご持参願います） 

    ※初回利用時及び更新時のみ 

②普段着・下着・パジャマ・外出着等の衣類 

    １週間利用される場合の目安として各２・３着程度ご持参願います。 

   ③コップ・歯ブラシ・電気髭剃り等の洗面道具 

   ④上 履 き 

    歩きやすい上靴をご持参願います。 

   ⑤利用日数分の薬（お薬手帳、薬の説明書等をご持参下さい） 

   ⑥その他 

    入浴用のバスタオル・タオルについては当事業所で貸出致しますが、その他必要 

    に応じてタオル・バスタオル・タオルケット等をご持参願います。 

※持参された物品につきましては、数量の確認及びご記名を願います。 

 

８．契約の終了 

   契約の終了については契約書第８条１項から７項の内容に該当する場合、契約の有 

   効期間であっても契約を終了とすることとなります。なお利用者からの契約解除、 

   事業者からの契約解除については以下のとおりです。 

  （１) 利用者からの申し出による中途解除・契約解除 

   利用者が諸事情により契約を解約・解除する場合には、解約希望日の２日前迄に解 

   約届出書を提出ください。ただし、以下の場合は即時に契約を解除・解約できます。   

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

   ②施設の運営規定の変更に同意できない場合 

   ③ご契約者が入院された場合 
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   ④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施 

    しない場合 

   ⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

   ⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用 

    等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認 

    められる場合 

   ⑦他の利用者が利用者の身体・財物・傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場 

    合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

  （２）事業者からの申し出により契約解除となる場合 

   以下の場合には事業者から契約解除を申し出ることがあります。 

   ①利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ 

    れを告げず、又不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を 

    生じさせた場合 

   ②利用者によるサービス料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告 

    にもかかわらずこれが支払われなかった場合 

   ③利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用 

    者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為行うなどによっ 

    て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

   ④利用者が介護保険施設に入所もしくは入院した場合 

 

 ９．事故発生時の対応及び発生の予防 

①事業者は、利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した 

場合は、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ 

ます。また改善策を講じ、従業者に周知徹底します。 

   ②事故の状況及び事故に際して採った処置については記録し、２年間保存します。 

   ③事業者は、利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供により賠償すべき事故 

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

   ④事故の発生または再発を防止するために、事故が発生した場合の対応及び防止のため 

    の指針等を整備します。 

   ⑤事故発生防止のために委員会活動及び研修を定期的に行います。 
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 10．苦情受付 

  （１）当施設における苦情の受付 

   ①苦情受付窓口（担当者） 

     短期入所生活介護施設女満別ドリーム苑 生活相談員  飯 島 文 太 

                                               生活相談員  山 口 祐 司 

 

   ②受付時間 

     ８：１５～１７：４５（土日祝祭日を除く） 

    ※正面玄関に受付ボックスを設置しています。 

   ③連絡先 

     電話番号  ０１５２－７４－２５５５ 

     ＦＡＸ番号 ０１５２－７４－４５２５ 

 

（２）その他の苦情受付機関 

①保険者となっている市町村 

②北海道国民健康保健団体連合会 介護保険課 

 〒060－0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館 

 電話（代表） ０１１－２３１－５１６１ 

 ＦＡＸ    ０１１－２３１－５１７８（又は０１１－２３３－２１７８） 

 

 
11．第三者による評価の実施状況 

 

第三者による 

評価の実施状況 

 

１あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １あり  ２なし 

２なし 
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                            令和  年  月  日 

 

 

  指定短期入所生活介護サービスの提供にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重 

 要事項及び短期入所生活介護計画の説明を行いました。 

 

        指定短期入所生活介護  短期入所生活介護施設女満別ドリーム苑 

        所  在  地     網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号 

        説明者職名  生活相談員     氏名  飯 島  文 太 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び短期入所生活介護計画の説明を受け、 

指定短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

        利用者    住 所 

               氏 名            印 

 

       （代理人）   住 所 

               氏 名            印 

 

 


